
（Ⅲ） 地域作物支援地区推進事業

第１ 趣旨

要綱別表１のⅢ地域作物支援地区推進事業は、要綱に定めるもののほか、この要領に

より実施するものとする。

第２ 事業内容

地域作物支援地区推進事業の具体的内容は次に掲げるものとし、事業実施主体は、必

要に応じてこれらを適宜選択して実施できるものとする。

１ でん粉原料用いもの適正生産技術の確立

でん粉原料用いも（砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律（昭和40年法律第109

号。以下「価格調整法」という。）第33条の指定地域の区域内において生産されるで

ん粉の製造の用に供するばれいしょ及びかんしょをいう。以下同じ。）の生産の安定

化及び低コスト化のための栽培技術を確立する取組とする。

２ 国内産いもでん粉の高品質化製造技術等の確立

高品質の国内産いもでん粉（でん粉原料用いもを原料として国内で製造されるでん

粉をいう。以下同じ。）の製造・加工技術を確立する取組又は高品質の国内産いもで

ん粉を活用した新商品の開発に関する取組とする。

３ でん粉工場廃棄物の有価物化技術の確立

国内産いもでん粉製造施設から排出される廃棄物を有価物化する技術を確立する取

組とする。

４ 品質管理機器の整備

国内産いもでん粉の品質の向上や衛生管理の高度化のための品質管理機器及びソフ

トウェアの導入又はでん粉原料用いもの品質の向上や安定化のための品質管理機器及

びソフトウェアの導入を実施する。

第３ 事業実施期間

本事業の実施期間は、平成23年度から平成25年度までの３年間とする。事業実施計画

の承認を受けた事業の実施については、承認を受けた当該年度の単年度実施とする。

第４ 事業の成果目標

事業実施主体が事業実施計画に設定する成果目標の年度は、事業実施年度の翌々年度

とする。

第５ 事業実施手続

１ 事業実施計画

（１）事業実施主体は、要綱第５の１の（１）に基づき地域作物支援地区推進事業の事

業実施計画（以下「地区推進事業計画」という。）を、別記様式第１号により作成

し、主に事業を実施する地域を管轄する地方農政事務所を経由して（当該府県に地



方農政事務所が所在しない場合は除く。）、地方農政局長等（北海道にあっては生

産局長、沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。）に提出するも

のとする。

（２）地区推進事業計画の重要な変更は、次に掲げるものとし、本要領第５の２の

（１）に準じて行うものとする。

ア 事業の中止又は廃止

イ 補助事業費の３割を超える増減

２ 事業の承認

（１）地方農政局長等は、要綱別表１のⅢの事業の補助要件の欄に掲げる要件を全て満

たす場合に限り、要綱第５の２の地区推進事業計画の承認を行うものとする。

ただし、別に定める地域作物支援地区推進事業公募要領により選定された者が策

定した当該選定時の事業実施計画書については、当該承認を受けたものとみなす。

（２）地方農政局長等は、（１）により地区推進事業計画の承認を行うに当たっては、

当該承認を受ける事業実施主体に対し、別記様式２号により、承認した旨を通知す

るものとする。また、それ以外の事業実施主体に対しては、承認されなかった旨を

通知するものとする。

３ 事業の着手

（１）事業の実施については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第６条第１項の交付の決定（以下「交付決定」という。）後に

着手するものとする。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で

緊急かつやむを得ない事情があり、交付決定前に事業に着手する場合にあっては、

事業実施主体は、あらかじめ、地方農政局長等の適正な指導を受けた上で、その理

由を明記した交付決定前着手届を別記様式第３号により、地方農政局長等に提出す

るものとする。

（２）（１）のただし書により交付決定前に事業に着手する場合にあっては、事業実施

主体は、事業について、事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実とな

ってから、着手するものとする。

また、この場合において、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等は自

らの責任とすることを了知の上で行うものとする。

なお、事業実施主体は、交付決定前に着手した場合には、交付要綱第４の規定に

よる申請書（以下「交付申請書」という。）の備考欄に着手年月日及び交付決定前

着手届の文書番号を記載するものとする。

（３）地方農政局長等は、（１）のただし書による着手については、事前にその理由等

を十分に検討して必要最小限にとどめるよう指導するほか、着手後においても必要

な指導を十分に行うことにより、事業が適正に行われるようにするものとする。

第６ 助成

１ 補助対象経費

補助対象経費は、各事業ごとに直接要する別紙１の経費であって本事業の対象とし

て明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるものとする。



なお、その経理に当たっては、別紙１の費目ごとに整理するとともに他の事業等の

会計と区分して経理を行うこととする。

（１）でん粉原料用いもの適正生産技術の確立

でん粉原料用いもの適正生産技術を確立するための取組を実施する上で必要とな

る経費であって、新品種又は新技術を導入・普及するための実証展示ほ場の設置に

係る借上費、技術検討会や講習会を開催するための会場借料、専門家等の委員旅費

・謝金、技術の確立に必要な研究又は実証の取組の一部分に係る委託費、資料作成

費、消耗品費等を対象とする。

（２）国内産いもでん粉の高品質化製造技術等の確立

国内産いもでん粉の高品質化製造技術等を確立するための取組を実施する上で必

要となる経費であって、でん粉製造・加工技術の実証試験や国内産いもでん粉を活

用した加工品の開発に要する原材料費、製造設備等の借上経費、技術の確立に必要

な研究又は実証の取組の一部分に係る委託費、分析費等を対象とする。ただし、製

造設備等の整備費は、本事業では補助の対象としない。

（３）でん粉工場廃棄物の有価物化技術の確立

でん粉工場廃棄物の有価物化技術の確立のための取組を実施する上で必要となる

経費であって、当該技術の実証装置や設備の借上費、原材料費、分析費、技術の確

立に必要な研究又は実証の取組の一部分に係る委託費等を対象とする。

（４）品質管理機器の整備

国内産いもでん粉の品質の向上や衛生管理の高度化、でん粉原料用いもの品質安

定化に資する品質管理機器及びソフトウエアの導入に要する経費を対象とする。

２ 次の取組は、国の助成の対象としない。

（１）国の他の助成事業で支援を受け、又は受ける予定となっている取組

（２）でん粉原料用いも及び国内産いもでん粉の品質向上や安定的生産の推進を目的と

しない取組

（３）農畜産物の生産費補填（生産技術の開発及び実証並びに加工品の開発及び試作に

係るものを除く。）若しくは販売価格支持又は所得補償

（４）販売促進のためにＰＲ活動としてのポスター・リーフレット等の作成、新聞・ラ

ジオ・テレビ・インターネット等マスメディアによる宣伝・広告、展示会等の開催

第７ 事業実施状況等の報告

１ 事業実施状況の報告

要綱第６の１に基づく事業実施状況の報告は、事業実施年度の翌年度の７月末まで

に事業の結果及び成果等について、別記様式第４号により行うものとする。

２ 事業の実施状況に対する指導

地方農政局長等は、１の地区推進事業の実施状況報告の内容について検討し、成果

目標の達成が見込まれないと判断したときには、事業実施主体に対して必要な指導を

行うものとする。

３ 収益納付

（１）要綱別表１のⅢの事業内容に掲げる２の事業を実施する場合にあっては、事業実



施主体は別記様式５号により補助事業の成果による収益の状況を記載した収益状況

報告書を補助事業の終了の翌年度から起算して５年間、報告に係る年度の翌年度の

６月末日までに地方農政局長等に報告するものとする。

なお、地方農政局長等は、特に必要と認める場合にあっては、報告を求める期間

を延長することができるものとする。

（２）事業実施主体は、補助事業に係る知的財産権の譲渡又は実施権の設定により相当

の収益を得たと認められる場合には、原則として毎会計年度の当該収益額に、当該

知的財産権等の取得に係る事業の実施に要する経費として交付された補助金総額を

当該事業に関連して支出された費用総額で除して得た値を乗じて得た額を、国庫に

納付するものとする。

（３）収益を納付すべき期間は、補助事業の終了年度の翌年度から起算して５年間とす

る。ただし、納付を命ずることができる額の合計額は、当該知的財産権等に係る事

業の実施に要した経費として確定した補助金の額を限度とする。

なお、生産局長は、特に必要と認める場合にあっては、収益を納付すべき期間を

延長することができるものとする。

第８ 事業の評価

１ 要綱第７の１に基づく事業実施主体による事業評価及びその報告は、別記様式第６

号により作成し、目標年度の翌年度の７月末日までに行うものとする。

２ 要綱第７の２に基づく地方農政局長等による評価は、要綱第７の１に規定する事業

実施主体の事業評価が成果目標の達成度及び成果目標の達成に向けて実施した取組の

内容に関し適正になされているかどうかについて行うものとし、その結果、事業評価

が適切になされていないと判断される場合には、事業実施主体に対し、再度適切に評

価を実施するよう指導するものとする。

３ 地方農政局長等は、要綱第７の１により提出を受けた事業評価シートの内容につい

て、関係部局で構成する検討会を開催し、別記様式第７号によりその評価を行うもの

とする。

なお、検討会の開催に当たり、事業評価シートの内容を確認するとともに、必要に

応じ事業実施主体から聞き取りを行い、評価結果を取りまとめることとする。

４ 地方農政局長等は、生産局長に対し、検討会開催後速やかに評価結果を報告するも

のとする。

５ 地方農政局長等は、事業評価の結果について、速やかに公表するものとする。なお、

公表は、別記様式第７号により行うものとする。

６ 目標年度において、成果目標が達成されていないと判断される場合、地方農政局長

等は当該事業実施主体に対し、引き続き目標達成に取り組むよう指導するとともに、

指導を行ってから１ヶ月以内に、目標達成に向けた改善計画を別記様式第８号により

提出させるものとする。

７ 地方農政局長等は、６により事業実施主体を指導した場合には、その内容及び改善

計画の写しを生産局長に報告するものとする。

８ 地方農政局長等は、当該取組終了後、事業実施主体に対し再度事業評価シートを提



出させるものとする。



別紙１

地区推進補助対象経費

地域作物支援地区推進事業に要する経費は、次の費目ごとに整理することとする。

費目 細目 内容 注意点

備品費 事業を実施するために ・取得単価が50万円以上の

直接必要な試験・調査備 機器及び器具について

品の経費 は、見積書（原則３社以

ただし、リース・レン 上、該当する設備備品を

タルを行うことが困難な １社しか扱っていない場

場合に限る。 合は除く）やカタログ等

を添付すること。

・耐用年数が経過するまで

は、事業実施主体による

善良なる管理者の注意義

務をもって当該備品を管

理する体制が整っている

こと。

・当該備品を別の者に使用

させる場合は、使用・管

理についての契約を交わ

すこと。

事業費 会場借料 事業を実施するために

直接必要な会議等を開催

する場合の会場費として

支払われる経費

通信運搬費 事業を実施するために ・切手は物品受払簿で管理

直接必要な郵便代、運送 すること。

代の経費

借上費 事業を実施するために

直接必要な実験機器、事

務機器、ほ場等の借り上

げ経費

印刷製本費 事業を実施するために

直接必要な資料等の印刷



費の経費

資料購入費 事業を実施するために ・新聞、定期刊行物等、広

直接必要な図書、参考文 く一般に定期購読されて

献の経費 いるものは除く。

原材料費 事業を実施するために ・原材料は物品受払簿で管

直接必要な試作品の開発 理すること。

や試験等に必要な原材料

の経費

消耗品費 事業を実施するために ・消耗品は物品受払簿で管

直接必要な以下の経費 理すること。

・短期間（補助事業実施

期間内）又は一度の使

用によって消費されそ

の効用を失う少額な物

品の経費

・ＣＤ－ＲＯＭ等の少額

（３万円未満）な記録

媒体

・試験等に用いる少額

（３万円未満）な器具

等

旅費 委員旅費 事業を実施するために

直接必要な会議の出席ま

たは技術指導等を行うた

めの旅費として、依頼し

た専門家に支払う経費

調査旅費 事業を実施するために

直接必要な事業実施主体

が行う資料収集、各種調

査、打合せ、成果発表等

の実施に必要な経費

謝金 事業を実施するために ・謝金の単価の設定根拠と

直接必要な資料整理、補 なる資料を添付すること

助、専門的知識の提供、 ・事業実施主体の代表者及



資料の収集等について協 び事業実施主体に従事す

力を得た人に対する謝礼 る者に対する謝金は認め

に必要な経費 ない。

委託費 本事業の交付目的たる ・委託を行うに当たって

事業の一部分（例えば、 は、第三者に委託するこ

事業の成果の一部を構成 とが必要かつ合理的・効

する調査の実施、取りま 果的な業務に限り実施で

とめ等）を他の者（応募 きるものとする。

団体が民間企業の場合、 ・補助金の額の50％未満と

自社を含む。）に委託す すること。

るために必要な経費 ・事業そのものまたは、事

業の根幹を成す業務の委

託は認めない。

・民間企業内部で社内発注

を行う場合は、利潤を除

外した実費弁済の経費に

限る。

役務費 事業を実施するために

直接必要かつ、それだけ

では本事業の成果とは成

り立たない分析、試験、

加工等を専ら行う経費

雑役務費 飲食費 事業を実施するために ・会議におけるお茶・コー

直接必要な会議を開催す ヒー等簡素なものに限

る際の茶菓代の経費 り、弁当は認めない。

手数料 事業を実施するために

直接必要な謝金等の振り

込み手数料

印紙代 事業を実施するために

直接必要な委託の契約書

に貼付する印紙の経費

上記の経費であっても以下の場合にあっては認めないものとする。

１．本事業で得られた試作品や成果物を有償で配布した場合

２．支払が翌年度となる場合



３．補助事業の有無にかかわらず事業実施主体で具備すべき備品・物品等の購入及

びリース・レンタルの場合


